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商品名等
（電気用品名等）

浴槽内攪拌機

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　一般家庭等の浴槽内に設置して使用するもので、浴槽内に水流を起こし、その水
流により、マッサージ効果等の各種効果を生むという製品である。
　当該装置は、浴槽の縁に引っ掛けるような状態で取り付けて使用するものであ
り、設置工事は伴わない。

○構造、仕様、意匠
　誘導電動機、スクリュー、スイッチ等により構成され、筐体最下部より浴湯を吸
い込み、筐体下部側面から浴湯を吐出することにより浴槽内に水流を起こすもので
ある。
　　　定格　ＡＣ１００Ｖ、２００Ｗ

○ 主な使用者、販売先
  一般家庭

２　対象・非対象の解釈

  特定電気用品中、電動力応用機械器具の「電気ポンプ」として取扱う。

（理由）
　電熱装置、フィルター及び気泡発生装置を有しておらず、ポンプ機能により浴湯
を循環させるものであり、浴槽の縁に引っ掛けるような状態で使用するもので、「電
気ポンプ」として取扱うのが妥当と判断する。
　なお、当該装置は、その設置場所及び設置方法等から、電気ポンプのうち、構造
面は池水循環用ポンプ、温度上昇試験については温水循環用ポンプの技術基準を適
用すべきと判断する。


